
議案第64号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 別紙の路線を廃止するため、道路法第10条第３項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

  令和７年12月４日提出 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

 提案理由 

 国道４号拡張工事完了に伴い起終点を変更するため、廃止しようとするものである。 



別紙

起　　　点 延　長 図　面

終　　　点 （ｍ） 番　号

相去町荒屋敷252－２地先

相去町舘下５－２地先間

相去町寺前沢12地先

相去町土井３地先間

相去町住還西62－３地先

相去町和田158地先間

相去町山根梨の木38－１地先

相去町大松沢17－１地先間

相去町舘44地先

相去町中土井41地先間

相去町平林21－32地先

相去町平林21－26地先間
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国道４号拡張工事完了に伴う起終点の変
更のため
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国道４号拡張工事完了に伴う終点の変更
のため
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更のため
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土井線
（1001001）

6.1 ～ 7.5 430.8

市道路線の廃止

路線名
幅　　員

摘　　　要
（ｍ）

市道1023008号線 3.5 7.8 126.7

土井線
（1001002）

6.3 ～ 9.9 2,414.7


